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報告事項(1）

平成31年度公立学校教員採用候補者選考(二次)受験状況について

教育総務部教育職員課

1

校種･教科等 募集人員(名） 志願者数(名） 1次選考合格者数 2次選考合格者数 倍率(倍） 昨年度

小学校 約710 2，137 1,468 854 2.5 2.8
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報告事項（2）

平成30年度千葉市中学校音楽発表会について

学校教育部教育指導課『

情操教育の一環として､全市立中学校及び市立養護学校参加による音楽

発表会を開催し、 日常の学習成果を発表し相互に鑑賞することによって、

音楽学習への意欲と関心を高め、中学校音楽教育の振興と向上を図る。

1 目的

2実施概要

（1）日時 平成30年10月25日 （木） 26日 （金）

9時～16時

千葉市民会館大ホール

56校（全市立中学校・市立養護学校)

（2）会一場

（3）参加校

3 内容

（1）開会の言葉

(2）主催者挨拶

（3）’来賓挨拶（熊谷市長）

（4）来賓・講師紹介

-（5）全員合唱 〃: 。 「千葉市歌」「夢の世界を」

（6）各校の演奏発表

(7)全員合唱 ；千葉市ｲﾒｰジｿﾝダ｢心
（8）講評 ：

"'‘ず． 『 ､

（9）全員合唱:､ 「大地讃頌」

｡※講評の指導を踏まえての合唱

（10）閉会の言葉

｢心

リ

＃

の飛行船」

4演奏内容

合唱52校、合奏4校

出演の形態

学年・学級

部活動

有 志

全 ・校

その他

5

校
校
校
校
校

７
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３
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１

４
3年有志

(吹奏楽3校合唱1校）．

(合唱コンクール実行委員会等）

(更科）

(市立養護学校：お灘子）

6主な演奏曲

「大地讃頌」 18校、「信じるj7校、「ふるさと｣ ' .5校

7参加数（2日間合計） 生徒約2,200名保護者約850名
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指揮者を中心に心は一つ 吹奏楽のノリノリな演奏

全員合唱もこの音楽発表会の

素晴らしさの一つです

ぐ

蕊蕊瞳絞音塞
＃

ー

人数は少なくても

合唱部の演奏はやっぱり一味違う
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報告事項（3）

平成30年度前期ライトポート｡グループ活動諸行事について

教育センター

1 ジョイントハイク

（1）日時平成30年6月20日（水）9§30～15:00

（2）場所Qiball (きぼ－る) (千葉市中央区中央4丁目5番1号）

（3）目的各LPとグループ活動をつなぐ第1段階として､児童生徒間の親睦を深める。

(4)参加者59名(LP42名小･中グﾙｰプ活動17名)参皿竝象宣_型_雀医茄軍~両~測

（5）主なプログラム

自由見学（ムーンウォーカー体験）・プラネタリウム

（6）まとめ

新…臆塞画て初めてのジｮｲﾝﾄ行事であ「
り、他の行事と比較すると、「思いやり」が高評｜
価である以外､全体的に自己評価は高くない｡自｜
己評価が少しでも上がるような、ジョイント行事I

を組み立てる必要があるJ I
疹茄署碩画 I

･交流活動（子供交流館）
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○交流活動の時、同じグループになった人と全然話せ

なくて､少し後悔しています｡次は頑張りたいです。

○今までは､初めて会った人に話しかけるのは苦手で

したが､隣にいる人に自分から話しかけることがで

きました。協力してレクに取り組みましたが､｡仲匿仲間がいるのは楽しいと思いました。

2スポーツフェスタ

（1）日時平成30年9月12日（水) 12;00～15:00

（2）場所千葉市子供交流館(Qiball内千葉市中央区中央4丁目5番1号）

（3） 目的スポーツを通し各LPとグループ活動の交流を深め､仲間同士の団結力を高める。

（4）参加者及び参観者

f品

医茄颪而翻○参加者60名(LP46名小･中グループ活動l4名）参加者対象者数102名

○視察・参観30名(保護者17名学校関係者l3名）

（5）主なプログラム 。 「－
開閉会式 ｜

競技①猛獣狩り②円陣バﾚｰ③台風の目｜
④お玉ピンポンリレー⑤ダンス

（6）まとめ

他の行事と比較すると『向上心」と「問題解

決力」が高い結果となった。 LPやグループ

活動の仲間同士で、事前に目標に向かって努

力し、その過程で起きた課題を解決しながら､

当日を迎えたことが、 このような結果につな

がったと思われる。

！
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医茄著両感詞
○仲間ができてすごく人生が楽しいです。

○円陣バレーの回数が100回を超えて嬉しかった。

○こんな私に話しかけてくれた。友達なんていら

tて嬉しかった。

r－－品一一季､令一…字一一一今

麺事倒39 『~育一i一弐デrrrW一読~I~葱了蒻~~f~r…：
＃

｡

本番で記録を越えて嬉しかった。

友達なんていらないと思ったけど、友達が欲しいと思った。
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小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 計

男子 3 2 5 5 15 30

女子 1 2 10 16 29

計 3 3 7 15 31 59

小1 小2 小3 小4 小5 ･小6 中1 中2 中3 計

男子 4 1 穴

．9 11 28

女子 1 2 6 23 32

計 4 2 5 15 34 60



参観した保護者の感想

○任された仕事にきちんと取り組み、とてもよい顔をしていたので安心しました。

○楽しそうにみんなで踊るジンギスカン最高でした。これからもよろしくお願いします。

参観した先生方の感想

○生徒たちが皆、生き生きとして活動している姿を見て嬉しく思いました。 こうした交流の場

が大切だと実感しました。

○子供は笑顔でなくてはいけません。 日頃のライトポートやグループ活動で少しずつエネルギ

ーを充電させていただいたからだと思います。

3第1回長柄ジョイントキャンプ
（1）日時平成30年10月3日（水）～5日 （金) 2泊3日

（2）場所千葉市少年自然の家

（3）目的自然の家に2泊3日宿泊することで、 自然や仲間との触れ合いや親睦をさらに深

める中で、仲間のよさや自分のよさを発見する。

（4）参加者及び参観者

○参加者37名(小学生5名中学生32名)参皿竝象萱致_LlA豊医茄軍~§r羽

○視察・参観者30名(教育委員､原籍校の校長・教頭および学級担任など）

(5）主なプログラム

（6）まとめ､

‘ ・ジョイントハイク。スポーツフェスタでも高い評価であった「思いやり」がさらに数値を

あげた。グループで話し合う場面を多く取り入れることで、友達の気持ちを感じながら、

活動ができるように、内容を工夫したためと思われる。

・2泊3日、､小学校5年生から中学3年生まで縦割りのグループで、寝食を共にし活動する

ということは､ 「仲間意識」を持ち『協力jすることが必然となる。ジョイントキャンプ

の意義は大きいと考える。

願而感颪
○班の皆に迷惑かけないように、自分からできる

ことを出来るだば探した。

○「リーダーリーダー。」と言われ「俺も中3なん

だなあ。 」と思った。

○最初は不安しかなかったけど、今は楽しいと別

れるのが寂しいという気持ちしかない。

○初めて会う子と仲良くなったり、火の子をやっ

たり、今までの自分より、少しだけ成長したと

思いました。参加してよかった。
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4後期のジョイント行事の予定

（1）イオン職場体験 平成30年ll月5日

（2）カンドウー職場体験 平成30年ll月15日

（3）ジョイントフェスタ 平成30年12月9日

（4）第二養護学校職場体験 平成31年1月28日

（5）第2回ジヨイントキヤンプ平成31年2月12日

（月）～ll月7日 （水）

（木）

（金）

（月）～1月29日 （火）

（火）～14日・(木）
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小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 計

男子 2 3 4 Ｆ
Ｄ ’ 8 22

女子 1 4 IO 15

計 2 ′ Q
曹 5 9 18 37

1日目 2日目 3日目

出発式・入所式‘

出会いのゲーム 、

フリーチヨイス（クライミングウォール・（

スケットボールP室内ダーム･ナイトハント）

朝の散歩

創作ピザ作り

グループタイム

-キャンドルサービス

振り返りタイム

別れの集い

退所式・解散式
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報告事項（4）

長柄ハッピーキャンプについて
L

学校教育部養護教育センター

発達障害等のある児童を対象に、集団生活を通して社会性を向上させ、

通常の学級での適応力を高めるために宿泊活動を実施する。

（平成17年度から実施・第14回）

1 目 的

2 日 時 平成30年10月5日（金）～10月7日（日） （2泊3日）

3場 所 千葉市少年自然の家

4参加児童 LD等通級指導教室通級児童 3 ．4年生希望者 36人（参加率59%)

、 （ 3年生：21人、 4年生：15人）

5 引率職員等34人

・養護教育センター職員

・小学校LD等通級指導教室担当教員
・ボランティア(教育相談員、大学生等）

人
人
人

９
３
２

’
１
１

6視察・参観者 55人

・教育長、教育委員、教育支援課、在籍校校長、教頭、学級担任など

7主な活動内容

8成果・課題

．「ありがとう」「ごめんなさい」などの言葉を言おうという目標でキャンプをスタートしたと

ころ、意識してお互いに言葉を掛け合うことができた。

・活動内容を見直し、ゆったりとした日程にしたことで、児童は一つ一つの活動にじっくりと

取り組むことができた。また、今回は子ども交流館の協力で制作活動を行ったが､児童の興

味をひきつけるような教材であったので、 とても意欲的に活動する姿が見られた。

・全員が活躍する場を設定し役割を果たしていく中で、達成感や自信をもつことができ、 自己

肯定感が高まった。また、ハッピーキャンプを通して、児童同士が仲間を意識したり責任感

ある言動を取ったりする姿が見られた。

・多くの校長先生､担任の先生方が来たことで児童たちにはとても励みになり、普段とは違う、

頑張っている姿を見せることができた。

・通級での個別指導や小集団指導では見ることのできない児童の実態について把握することが

できた。改めて指導の課題を見つけることができ、今後の指導の幅が広がると考えられる。

・自然の家の方と事前にプログラムを打合せしたことで、協力を得ながら活動の細かい指導を
することができた。今後も事前の調整をしていく必要がある。

．より良い支援をしていくために、学生ボランティアの確保と這識担当との打合せの時間を確

保していく必要がある。
7

1日目 《5日（金）》 2日目《6日(土）》 3日目 《7日（日）》

午
前

午
後

･入所式 11：50。

オリエンテーション

･弁当

･ウォークラリー

･施設散策

･朝の集い

』

｡清掃

･野外炊飯（カレーライス）
ー一一‐一一一一一＝一一一一一＝－－－画－－ー＝一一一一一一一＝－－－－－

･クライミングウォール

･キャンドルサービス

･朝の集い、清掃

･制作活動

紙コップでアート

しゃくとり虫

･班活動

・退所式 13：00



よ
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報告事項（5）

千葉市科学フェスタ2018の開催について

生涯学習部生涯学習振興課

○千葉市科学フェスタ2018メインイベント

これからの私たち～ひろがる葉～

1期日会場 平成30年10月6日 （土)、 7日 （日) Qiball (きぼ一る）

千葉市、千葉市教育委員会、千葉市科学館2主催

3主な内容

（1） 開幕式；鈴木副市長挨拶、開幕宣言、実行委員長(科学館長）・教育長挨拶、総合展教育長賞・科

学館賞の表彰、千葉市科学アドバイザー山崎直子（元宇宙飛行士）さんよりメッセージ

（2）主な企画

・科学体験ブ舅ス（46ブース） ・トークイベント＆ワークショップ（7イベント） ・講演会、発表

会（7イベント） ・科学実験、工作教室（6イベント） ・サイエンスショー（3イベン脂）

特別イベント（9イベント）

（3）閉幕式；ちばSCグランプリ授賞式、教育長より挨拶および閉幕宣言、実行委員長より総括

4来場者数 （ ）内は昨年比

. .10/6 (J=) 4,862人 (-4462)

10/7 (日) 8,738人 (+168)

合 計 13,600人卜4294)

:25000

:20000

：15000

;10000

： 5000

0

i 識蕊織識拶織寸織識
I鐡鎚識識認識獄鐡

5振り返り

･来場者は年々増加傾向にあったが、昨年若干の減少が見られた。今年はさらに約4千人の減少が見られ

た｡両日とも晴天に恵まれたが､前週及び前々週の休日が台風の影響により2週連続で悪天候となった。

そのため、前の週までに予定されていたスポーツイベントや地区運動会等が延期になり、特にフェスタ

初日に重なり、来場者の減少につながったと考えられる。行楽に出かけた家族も多かったことと推測さ

れる。 2日目の来場者数は昨年より168人増加したので、初日の減少の影響が大きかったと言える。

･今回の出展は、イベント出展者が昨年の65団体から78団体へと増加した。学校・企業・市民がそれ

ぞれ見るだけでなく、運営参画へという意識の表れの一つととらえられる。（フェスタの定着）

･イベントガイドに未就学児向けのブースやイベントにマークをつけ、未就学児～小学校低学年の親子連

れにも対応でき、より幅広い世代にも楽しめるように配慮できた。

･会場スペースなどで限界に近い状況であり、多くの来場者に対する会場確保などの対応等を検討する必

要がある。きぼ－るのエレベーターの配置、構造上、行きたい階によってエレベーターを使い分けるこ

とが、来場者にとっては不便であった。案内表示等での工夫が必要である。

9
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報告事項（6）

生涯学習部生涯学習振興課

公民館における使用制限の一部緩和に関する千葉市社会教育委員会議の答申について

公民館の使用制限の一部緩和について、教育委員会から千葉市社会教育委員会議に対し

て諮問し、答申を得たことから､､以下のとおり報告します。

1．審議経過

（1）諮問（平成30年5月31日）

以下の3点について、社会教育法第17条に基づき諮問を行った。

ア特定の政党の利害に関する事業について

政治的中立性を確保するため、議員・政党等が公民館で政治報告会等を行うこと

を認めていないが、市民の学習機会の確保は公民館の重要な役割であり、他都市で

の事例もあることから、政治的中立性と市民の知る権利に配慮し、それらが両立で

きる形での使用の有り方について検討する必要がある。

イ“営利事業について

公民館における営利事業は、原則として許可していないが、郷土意識や都市アイ

デンティティの向上に資する事業については、使用のあり方を検討する必要がある。

ウ所管区域について

公民館の所管区域による使用制限については、より活発な公民館活動を促進する

ために、その必要性を見直す必要がある。

（2）審議

社会教育委員会議において、以下のとおり3回の審議を行った。

ア第1回社会教育委員会議(平成30年5月31日）

○教育委員会より諮問

○諮問内容について審議

イ第2回社会教育委員会議（平成30年8月24日）

○諮問内容について審議

○使用制限の一部緩和案、答申書骨子案について承認

ウ第3回社会教育委員会議（平成30年10月9日）

○諮問内容について審議

○答申書案について承認

（3）答申（平成30年1 1月8日）

三野宮議長より、磯野教育長へ答申書を手交した。

ll



2答申の概要

（1 ）特定の政党の利害に関する事業について

公民館で政党・政派等が不特定多数の市民を対象とした政治報告会等を行うことは、

一般的な政治的教養の向上、政治への市民参加の促進につながることから、認めるこ

とが適当である。

（2）営利事業について

公民館が主体となる地域の特色に関連する物品の販売行為は、専ら営利を目的とす

るものではなく、郷土意識の醸成等につながることから、実施することは適当である。

（3）所管区域について

公民館使用者を原則所管区域内の住民に限るとしている現在の使用制限は、活動団

体構成員の居住地が事実上広域化しており、学習活動をさらに活発化させるためにも、

廃止することが適当である。しかし､公民館は地域づくりの拠点施設であることから、

所管区域自体は存置することが妥当である。

（4）例示表について

具体的事例の取扱いを示す例示表（昭和58年の社会教育委員会議答申に則して教

育委員会が作成）は、本答申を反映して修正する必要がある。

3今後の運用方針

社会教育委員会議の答申を受け、以下のとおり公民館の使用制限の一部緩和について、

平成31年4月から運用開始ができるよう、必要な手続きを進める。

（1）特定の政党の利害に関する事業について

※1 政党とは、政治資金規正法第3条第2項に規定するものをいう。

※2政治団体とは、政治資金規正法第3条第1項各号に規定するものをいう。

（2）営利事業について

公民館の主催・共催事業において、市内産品や都市アイデンティティ関連物品の販

売を認める。

（3）所管区域について

所管区域による使用制限は廃止する。ただし、所管区域については存置する。

【参考：社会教育委員会議について】

社会教育委員は、社会教育行政に広く地域の意見を反映させるため、教育委員会に助言を行う。そのため、社

会教育に関する諸計画の立案、教育委員会に対する答申・建議等を社会教育委員の会議により行う。

（根拠法令；社会教育法）

設置根拠 千葉市社会教育委員設置条例（昭和24年条例第40号）

任 期 2年間（平成30年1月1日から平成31年12月31日まで）

委員構成 全12名 学識経験者(4人）社会教育関係(6人）学校教育関係(1人）家庭教育関係(1人）

12

｝

申請者 対象 使用方法 方針

麺
今
云

団体※2

睦
蔀
総
雌

不特定多数

※広く市民一般

を対象としてい

ること。

団体構成員

市政･県政･国政報告会(政治学習会、

勉強会、時局講演会等含む）

構成員の勧誘、政治資金パーティー

護轍鴬

許可しない

許可しない



平成30年1 1月8日

千葉市教育委員会様

千葉市社会教育委員会議

議長三野宮純一

公民館における使用制限の一部緩和について（答申）

平成30年5月31日付け3．0千教生第217号による諮問について、下

記のとおり答申します。

記

1 はじめに

本市公民館の管理運営における社会教育法第23条にかかる運用につい

ては、当会議による昭和58年3月28日答申「千葉市公民館運営におけ

る社会教育法第23条の解釈・適用について」（以下、「昭和58年答申」

という。）及び、当該答申の趣旨に即して教育委員会が作成した「千葉市

公民館運営における社会教育法第23条の解釈適用について（例示表）」

（以下、「例示表」 という。）に基づき行われてきたところです。

昭和58年答申は、公民館の公共施設としての性格を踏まえ、『なるべく

広く地域住民に公民館の使用をみとめるように配盧することが大切では

ないかと思考し』、例示表もその趣旨を踏まえ作成されたところですが、

13



作成から30年以上が経過し、社会情勢や公民館運営を取り巻く環境が変

化する中で、必ずしも現代の公民館運営に馴染まないものも見られると考

えます。

そのような状況の中、当会議は本年5月に教育委員会より、公民館にお

ける使用制限の一部緩和について諮問を受けたところであり、諮問を受け

た3点（特定の政党の利害に関する事業、営利事業、所管区域）について、

以下のとおり結論を得たので答申します。

2 使用制限の一部緩和について

（1）特定の政党の利害に関する事業について

市民による公民館の使用については、公民館の運営方針について規定

する社会教育法第23条や、公の施設について規定する地方自治法第244条

の趣旨を踏まえるとともに、必要な政治的教養を高めることができる環

境を整備する立場から、広く認める必要があると考えます。

現在、政党及び政治団体の使用はすべて不許可となっていますが､各

種選挙における投票率が低下するなど、市民の政治への関心が薄れてい

る中、政党、政派、後援会、政治団体による、不特定多数の市民を対象

とした政治学習会、勉強会、時局講演会など、政治報告会に類する活動

にかかる公民館の使用は、一般的な政治的教養の向上､政治への市民参

加の促進につながるとともに、社会教育法第20条に示されている公民

館の目的にもかなうことから、社会情勢の変化や他都市の状況も踏まえ、

政治的中立性の確保と市民の知る権利に配慮しつつ、認めることが適当

であると考えます。

]~4



(2)営利事業について

公民館を使用して行われる営利目的の物品販売等については、社会教

育法第23条第1項に反することから、 引き続き不許可を継続すべきで

あると考えます。 しかし、近年、地域コミュニティの希薄化が進み、郷

‘土に対する愛着や理解が薄れてきている中、公民館が主体となる地域の

特色に関連する物品の販売行為は、専ら営利を目的とするというもので

はなく、郷土意識の醸成や都市アイデンティティの確立に資する学習機

会の確保につながることから、実施することは適当であると考えます。

（3）所管区域について

所管区域については、「公民館の設置及び運営に関する基準｣（文部科

学省告示平成15年6月6日第1 12号）の趣旨を踏まえ、公民館が学

びを通した地域づくりの拠点施設であることから、所管区域自体を存置

することは妥当であると考えます。

しかしながら、公民館使用者を所管区域内の住民に限るとしている現

在の使用制限については、活動団体の構成員の居住地が事実上広域化し

ており、学習活動を更に活発化させるためにも、廃止することが適当で

あると考えます。

3 答申内容の反映について

昭和58年答申の趣旨に即して作成した例示表は、社会状況の変化等に

より、変更の必要が生じた場合は加除訂正を行い、実際場面に適応できる

ようにするものであります。よって、本答申の内容を反映できるよう例示

表を修正する必要があると考えます。

15
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(案）

千葉市公民館運営における

社会教育法第23条の解釈適用について

(例示表）

千葉市教育委員会事務局生涯学習部

生涯学習振興課

４ノ
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例示表について

1 この例示表は、昭和58年3月28日千葉市社会教育委員会議の答申及び平

成30年1 1月8日千葉市社会教育委員会議の答申の趣旨に即して作成した

ものである。

2 この例示表は、社会状況の変化等により”変更の必要が生じた場合は加除訂

正をおこない、実際場面に適応できるようにするものとする。

ただし、社会教育委員会議答申の趣旨と著しくへだたりのある加除訂正をお

こなう場合は、社会教育委員会議の協議を経ておこなうものとする。

3 この例示表及び、これに類似する事項にかかる問題については、公民館運営

審議会に報告し意見を聴取するものとする。

平成○○年○月

－例示表索引一

第1項第1号にいう 「営利」関係について………………,…･･…………1 1

第1項第2号にいう 「特定の政党の利害に関する事業」関係

について………

2

3

第1項第2号にいう 「公私の選挙に関し、特定の候補者を

支持すること」関係について ･…･･…

3

3

第2項にいう「特定の宗教活動」関係について…………………………4 3

その他………………．．…………………･………………………………
r一

0 4
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’ 第1項第1号にいう 「営利」関係について

‐1‐
19

事 例 見 解

会社、商店等が営利、宣伝

等を目的として事業を行

う場合。

許可しない。

会社、商店等が商品を直接

販売する場合。

許可しない｡

会社、商店等が直接販売

はしないが、商品の展示、

試験、試食等を行う場合。

許可しない。

(間接的販売になるものと解する。）

会社、商店等が営利、宣伝

等を目的とせずに事業を

行う場合 ○

許可しない。

(営利事業を援助する行為と解する6）

ただし、商工会議所、生活協同組合等の連合組

織の場合は許可する。

バザー、作品の実費販売を

行う場合 ○

文化祭等の公民館行事に限り、実行委員会、連

絡協議会の下で経理を公開して実施する場合に許

可する。
､

公民館が企業と共催して

事業を行う場合。

涕 町

会社、商店等の企業と公民館との共催について

は、教育効果の高いものは許可する。

【例】電力、ガス会社等の電気の知識教室等で、

安全、省エネ、健康の内容を含む等。

ただし、チラシ、ポスター等を会社、商店等が

配布する場合､過度の営利性、宣伝といった面を
f

抑えるため、原稿等の段階で事前に公民館がチェ

ツクすることを会場使用の際の条件とする。

公民館名義（後援、共催、

推せん）の使用。

公民館名義の使用は原則として行わない。

(ただし、共催事業については、公民館名、企

業名の連名による広報等は可とする。）
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事 例 見 解

社会教育関係団体が実施

する事業において、会社、

商店等を呼び、会員に商品

を頒布する場合。

以下の条件を付して許可する。 、

【条件】（1）会社、商店等が一社にかたよらない

ように配慮し、なるべく多くの会社、

商店等を呼ぶこと。

（2）社会教育関係団体が一括購入のうえ、

配布から集金まで自ら行うこと。

（3） これにより得た利益は、個人に還元

せず、団体の活動費（団体名による福

祉施設への寄付行為等も含む｡）とし

て使用すること。

個人教授、塾経営者が事業

を行う場合。 ‘か

許可しない。 → も

社会教育関係団体、一般団

体（個人教授、 塾経営

者を含む。 ）が会場でプ

ログラム、テキスト等の頒

布を行う場合。

以下の条件を付して許可する。

【条件】（1）会計を公開すること。

(2)低廉なものに限り、 実費

当額）で頒布すること。

(印刷費相

公民館による主催・共催事

業における物品の販売行

為 ○

公民館主催・共催事業における物品の販売行為

は認めない。 ′
9

ただし、以下に例示する物品の販売行為は、郷

土意識の醸成や都市アイデンティティの確立等に、

寄与することから、専ら営利を目的とするもので

ない範囲において、 これを認める。

【例示】（1）地域における特徴的な産品（農水産

物及びその加工品・伝統工芸品等）

（2）本市のPRキャラクター等を使用し

た商品（ただし、当該キャラクターを

管理する団体から、使用許諾を得たも

のに限る）



2 第1項第2号にいう 「特定の政党の利害に関する事業」関係について

※1 政党とは、政治資金規正法第3条第2項に規定するものをいう。

※2 政治団体とは、政治資金規正法第3条第1項各号に規定するものをいう。

3 第1項第2号にいう 「公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」関

係について

4 第2項にいう「特定の宗教活動」関係について

‐3‐
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事 例 見 解

政党
※1

、政派、政党及び議

員等の後援会、政治団体

2
、

※

(以下、「政党等」とい

う）が、広く一般市民に呼

びかけて行う場合。

市政･県政・国政報告会（政治学習会、勉強会、

時局講演会等を含む）については、一般的な政治

的教養の向上などにつながるものであり、公民館

の設置趣旨にかなうことから、許可する。

ただし、構成員の勧誘、政治資金パーティなど、

特定の政党の利害につながるものと判断される場

合は、許可しない。

政党等が、その構成員のみ

を対象として行う場合。

政党等の構成員のみを対象とした会場使用は、
提

特定の政党等の利害につながるものと判断し、許

可しない。 ．

事 例 見 解

公職選挙法に基づく選挙

期間中の立候補者の会場

使用 o、

｢公民館と公職の選挙について」 （文部省社会

教育局長通知昭和40年1月13日文教施第14

号）のとおり、選挙管理委員会の指示により許可

する 0

事 例 見 解

宗教団体が事業を行う場

Ｏ

へ
ロ

許可しない。

団体が主催するクリスマ

ス行事を行う場合。

元来は宗教的行事であるが、今日では日常生活

に根差した行事となっているため､許可する。



5そ‐の他

写

‐4‐
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事 例 見 解

社会福祉事業に関係する

団体が事業を行う場合。

坐

その団体が公共、公益に資することを目的とし

ているものについては、社会教育関係団体と同じ

扱いとして許可する。

労働組合が事業を行う場

今
ロ ○

以下の条件を付して使用を認める。

【条件】（1）特定の政党の利害に関係するような

行為を行わないこと。

（2）大会旗やスローガン等を館の内外を

問わず立てないこと。（ただし、使用

する室内に掲げる場合は、事前に公民

館と確認を行うこと。） ‘

（3）他の使用者に騒音等で迷惑をかけな

いこと。

住民運動に関する会塲使

用。

住民運動団体が学習の範囲を越えて、以下の行

為を行う場合は、公民館の中立性の確保等の立場
ﾄ

から好ましくないと判断し、使用を許可しない。

ただし、学習中に事例として企業名がでることは

やむをえないものとする。

（1）市の施策に反対する行動を行う場合。

（2）一企業名を名指して非難する場合。

（3）騒音その他で付近の住民に迷惑の及ぶ行

為及び館の汚染損傷等が生ずるおそれのある

場合。



議案第45号

平成30年度末及び平成31年度公立学校教職員人事異動方針に

ついて

平成30年度末及び平成31年度公立学校教職員人事異動方針につい

て、次のとおり定めるものとする。

平成30年11月12日提出

千葉市教育委員会教育長磯
圭
大和野
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L門

平成30年度末及び平成31年度公立学校教職員人事異動方針

千葉市教育委員会

平成30年度末及び平成31年度における公立学校教職員の人事異動は、本市教育の

一層の振興を図るため、各学校が校内組織を活性化し、今日的な教育課題に積極的に取

り組むとともに、市民に信頼される学校づくりや特色ある学校づくりの推進に資するよ

う、次の方針によって行う。

※教職員：学校に勤務する正規職員から技能労務職員を除いた者

第1 一般方針

1 千葉県・』千葉市教員等育成指標をふまえ、心身ともに優れた人材の確保、教職員の

資質の向上を図るとともに、教育効果を高め、調和的な学校運営が行われるように適

材適所の人事を推進し、教職員構成の適正化に努める。

2 学校間の教職員の過不足を調整し、学校種別の特性に即応する教育体制を強化する

ため、全市的な視野に立って広域にわたる計画的な人事を積極的に推進する。

3 学校運営の充実・刷新を図るため、管理と指導に優れた適任者の管理職への登用及

び配置に努める｡

4障害のある教職員については、十分に配慮した人事配置に努める6

5 千葉県内市町村及び県立学校との交流については、千葉県教育委員会との間で協議

しながら行う。

第2 実施要項

1 適正配置について

(1) 本市教育の課題解決をめざす立場から、意欲溢れた適任者の配置に努める。

（2） 教科指導及び生徒指導の一層の充実を期するため、小・中・特別支援学校間の需

”給の状況を分析し、小・中学校間、小・中学校と特別支援学校間の積極的な配置換え

を行う。特に、小学校での教科指導や生徒指導の充実を図るため、中学校教員の小学

校への計画交流をより積極的に行う。

（3） 特別支援教育の振興を図るため、意欲溢れた適任者の配置に努める。

（4） 市立稲毛高等学校附属中学校の教育の振興を図るため、意欲溢れた適任者の配置

に努める。

（5） 次の者については、強力に配置換えを行う。

ア同一の学校又は同一の区に永年勤続する者

イ学校の配当定数、教科担当者数の調整上必要のある者

ウ．勤務実績を検討し、配置換えを必要とする者

（6） 市立高等学校については、県教育委員会の「公立高等学校職員人事異動実施細目」

に準じ、適正配置に努める。
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(7) 教職員としての適格性に乏しく、勤務実績の上がらない者等勤務に支障のある者

については、降任又は退職を積極的に求める。

(8) 学校組織の一層の充実を図り、 円滑な運営に資するため、必要に応じて、主幹教

諭を配置する。

(9) 指導が不適切である教員については、 「教育公務員特例法の規定に基づく指導が

不適切である教諭等の認定の手続き等に関する規則」に定めるところにより、積極的

に対応する。

2 広域人事について

(1) 小・中・特別支援学校における教職員構成の不均衡を是正し、人材の育成を図るた

め、県内市町村立学校及び県立特別支援学校と、他の人事異動及び新規採用に優先し

て計画的に人事交流を行う。

（2） 市立高等学校については、年齢構成上の不均衡及び同一校勤務の長期化等を是正

し、教職員構成の適正化を図るため、千葉市立高等学校以外との人事交流を推進する。

また、 中・高との連携についても配慮する。

3 管理職への登用等について

(1) 大幅交替期を踏まえ、特に責任感と管理能力、識見、勤務実績等をより一層重視

し、全市的な視野に立って適任者の登用に努める。

（2） 教頭の登用（選考）は、原則として相異なる地域(A･BQC)の学校に勤務し

た経験を有することを要件とする。

（3） 原則として、同一校昇任は行わない。

(4) 女性教員の管理職への登用を積極的に推進する｡

（5） 管理職の希望による降任を認める。

4 主幹教諭への登用等について

(1) 教員としての経験、識見、勤務実績等を踏まえて、全市的視野に立って適任者の

登用に努める。

（2） 主幹教諭の希望による降任を認める。

5 新規採用職員の配置について

(1) 児童生徒数の変動等を見通しながら、教職員採用の調整を行う。

（2） 新規採用教職員の配置は、学校間の均衡を考慮して、全市的な視野に立って計画

的に行う。

6 再任用教職員について

(l) 「千葉市職員の再任用に関する条例」の定めるところにより、意欲と能力のある

人材を再任用する。

（2） 配置については、学校及び地域の実情等を踏まえて、計画的に行う。
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～～～～～～～へグー～～～～～へ〃～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

平成30年度末及び平成31年度公立学校教職員人事異動方針を

定めることについて、千葉市教育委員会組織規則第8条第4号の規定

により議決を求めるものであります。
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議案第46号

平成30年度補正予算について

平成30年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に

申し出るものとする。

平成30年1 1 月12日提出

千葉市教育委員会教育長 磯 和
圭
大野
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平成30年度補正予算について
（熱中症対策物品の設置）

教育総務部総務課

1補正理由

学校における熱中症対策として、来年夏までに各学校に冷水機（校舎用）及び大型扇風機

（体育館用）を設置する。また、物品の設置完了が次年度になる予定のため、併せて繰越明許

費の設定を行う。

2補正予算額 81,000千円

[【財源】 一般財源 81, 000千円
※全額繰越明許費を設定する。

］

3補正予算の内容 、

①うちわなどの各自持参による対策の状況を踏まえ、また、

ケートで希望の多い､冷水機を校舎内に設置

②全校集会や部活動などを行う体育館に大型扇風機を設置

児童生徒や教職員へのアン

【アンケート調査結果】

○児童牛徒 ○教職員

4今後の予定

2019年1月

2019年6月

入札､契約

設置完了

28

物品名 ‘ 設置台数（台） 金額（千円） 備考

冷水機 251 59,000 l～3台/校

大型扇風機 438 ≦ 22, 000 ”
小学校：2台/校（大規模校は3台/校）
中・特別支援学校：3台/校

順位 希望物品 得票数

1位 冷水機 98

2位
扇風機または

サーキュレーター

(普通教室に設置）

87

3位
大型扇風機

(体育館に設置）
66

順位 希望物品 得票数

1位 冷水機 355

2位 冷感タオル 346

3位 扇風機 315



平成30年度補正予算について
(冷暖房設備設置･給水設備改修）

教育総務部学校施設課

1 冷暖房設備設置について

(1) 基本的な考え方について

○昨今の猛暑に対応し､良好な教育環境を整えていくため､全市立小･中学校の普通教室等へ
の冷暖房設備の設置を2020年度に完了させる｡

○国の30年度第1次補正予算により｢ブロック塀･冷房設備対応臨時特例交付金｣が創設されたこ
とから､直接施工方式を基本とし､平成31年度中に設置が可能な最大限の学校数をその対象と
する｡．

○設置校数が多く､直接施工方式のみでは迅速な設置ができないため､その他の学校はリース
方式により設置する。

○熱源はトータルｺｽﾄやメンテナンス性､環境側面から比較検討した結果､電気モー‘ターヒート
ポンプ式を採用する。

ｴｱｺﾝ灘ｽｹジｭｰﾙ

(2)歳出補正予算について
･ 熱

ア補正理由

市立小‘中学校の普通教室､特別支援学級､音楽室へ冷暖房設備を設置するため､直接施工方
式による実施設計について､補正予算を要望する｡また､実施設計は次年度に完了予定のため、

：併せて繰越明許費の設定を行う。

イ補正予算額 124,000千円

[|剛鱸1篭剛" ･ul
※全額繰越明許費を設定する。

ウ補正予算の内容
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事業名 項 補正予算額 内容

1 学校施設の環境整備
(冷暖房設備設置事業）

小学校費 100,572千円
小学校50校 ，
普通教室等冷暖房設備設置実施設計

委託料：100,572千円 ．

2 学校施設の環境整備
(冷暖房設備設置事業）

中学校費 23,428千円
中学校12校 一
普通教室等冷暖房設備設置実施設計
委託料： 23,428千円 ‘

合 計 124,000千円



（3） 債務負担行為の設定

市立小学校の普通教室､特別支援学級､音楽室へ冷暖房設備を設置するため､直接施工対象校以外
の小学校について､リース方式における債務負担行為を設定する。

※直接施工対象以外の中学校については､平成31年度当初予算において予算計上する予定。

2給水設備改修について

（1） 債務負担行為の設定

給水設備改修は､工事期間中､給水が停止し､衛生環境の確保や給食の提供が困難となること
等から､入札不調があった場合でも適正な工期が確保できるよう､年度内に工事を前倒し発注する
ための債務負担行為を設定する。
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事業名 期間 限度額 内容

学校施設の環境整備

(冷暖房設備設置事業）

2019年度

～2032年度
3,297,000千円

平成30年度

小学校56校

普通教室等冷暖房設備設置に係る契約締結
2019年度

同冷暖房設備設置に係る設計及び設置工事
2020年度～2032年度

リース料(賃借料)支払

年額253,612千円×13年

凸

事業名 期間 限度額
牛 封

工事内容

各種改修(給水設備改修） 2019年度 43,000千円

(源小学校）
平成30年度

給水設備改修工事に係る契約締結
2019年度

給水設備改修工事



平成30年度補正予算について

(若葉学校給食センター解体事業に係る繰越明許費の設定）

学校教育部保健体育課
》

1 繰越明許費補正

入札不調により年度内に適正工期を確保して解体工事を行うことが困難となったこと

から、次年度事業として実施するため繰越明許費を設定する。

；

､

』

31

事業名 項 金額 工事内容

若葉学校給食センター解体事業 保健体育費 294,000千円 若葉学校給食センター解体



～～～～へ"～～へグー～～～～～～～～ヘグーーーヘジへグー〆～～～～～

議案説明

平成30年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、

千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定により、議決を

求めるものであります。

占一

32



議案第47号

千葉市職員の給与に関する条例の一部改正について

千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するよう市長に申し出るものとする。

平成30年11月12日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号）の

一部を次のように改正する。

別表第2を次のように改める。

一
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別表第2
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職員の
区分
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級
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の

号給

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額
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405, 200298, 100 324,400271, 100227,500

備考

l この表は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭

その他の職員（特定任期付職員を除く｡ ）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち詮その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に

7,500円を加算した額とする。

〃
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附則

（施行期日等）

l この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関

する条例（附則第3項において「改正後の給与条例」 という。 ）別表

第2の規定は平成30年4月1日から適用する。

（適用日前の異動者等の号給の調整）

2 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事

委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については､そ

の者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合

との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるとこ

｡ろにより、必要な調整を行うことができる｡

（給与の内払）

3改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の千葉

市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任）

4前2項に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項は、

人事委員会が定める。
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～～～～～～～～～～ヘグーーーーヘグーーグーヘグーーヘク～～～へ"～～～～～

議案説明

人事委員会の勧告に基づき、教育職の職員の給与を改定するため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、千葉市教育

委員会組織規則第8条第6号の規定により議決を求めるものでありま
℃

す。

～
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平成30年1 1月12日

唖

平成30年千葉市教育委員会会議第1 1回定例会

[参考資料］
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議案第47号関係参考資料

〉

千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について(議案第47号）

教育総務部教育職員課

1 議案の趣旨

人事委員会の勧告に基づき、教育職の職員の給与を改定するため、条例の一部を改

正するよう市長に申し出るものである。

l~~ー‐~‐･･･~一‐~一'＝一,ﾛｰｰ･‘ローーーーーー一一ー一ﾛ･･一一一一一ーー‐‐ー･･~ー一････‘‐＝････.｡一一＝ーｰ一ーーー‘ﾛ､一･･･一■｡.････ロー＝‐~＝一ー＝‐‐ーー一一一一一ー一一‐~‐~..~一一

｜【参考】平成30年職員の給与に関する報告及び勧告(H30. 10.4千葉市人事委員会) |
1 教育職給料表については、行政職給料表との均衡を基本に引き上げること。 ，

L一一－一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－，－1＝－－－－－－－－一一一一一一一一一－一一一一－－－－－－－，－－－－－－－－－－－－－－苧

2議案の概要

教育職給料表について、行政職給料表の改定状況を考慮して、初任給はl, 100円、

その他は400円を基本に給料を引き上げる。
ロー'＝ーーーーーー一一一一ー一一一一ー‘一一一一一一一一一一ー‘一ーー'一'一一'一'一一一一'一一ーー'一ー一ー一一一一一一一一ー一一一一■凸一一一'一ーーー一一'一'一一一'一一一一一

I 【参考】行政職給料表の改定内容

｜初任給は900円､その他は400円を基本に給料を引き上げる(平均改定率0.2%) |
’一一一‘一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一,－－－－－－－一一一一一一一－一一一一一一,－－，－－－，－－－－－－－－一一一一一一一一一一ー

施行年月日

公布の日 （平成30年4月1日適用）

3
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新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）

千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号）の一部を次のように

改正する。

2



新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 第1条関係
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新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 節1条関係
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９
９
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新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 第1条関係
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岬
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“
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０
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２
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２
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２
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２
２
２
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２
２
２
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℃ 4]

新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正〉 第1条関係
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新旧対照表（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 第1条関係

備考

1 この表は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教愉、教輸、助教臓

その他の職員（特定任期付職員を除く。 ）で人事委貝会規則で定めるものに適用する°

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に

7, 500円を加算した額とする。

備考

，この表は、小学校、中学校、特別支擾学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教輸、教諭、助教諭

その他の職員（特定任期付職貝を除く。 ）で人事委員会規則で定めるものに適用する。 ．

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に

7,500円を加算した額とする．

α〕

一

夕】 rR

再任
用職
員

227, 100 270,700 唖
←

324,0皿ン

“ 再任
用職
員

227,500
‐
“ 298,.100 324,400 405, 200



備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

l この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関する条例（附則第

3項において「改正後の給与条例」という｡）別表第2の規定は平成30年4月1日から

適用する。

（適用日前の異動者等の号給の調整）

2平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこ

れに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異に

する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員

会の定めるところにより、必要な調整を行う．ことができる。

（給与の内払）

3改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の千葉市職員の給与に関

する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内

払とみなす。

（委任）

4前2項に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め

■

る。

口

9



ジョイント行事終了後アンケート用紙
教育センター

記入日 平成 年 月 日

所属 学年氏名

このｱﾝｹｰﾄは､ﾃｽﾄではありません｡あなた首算が灘の笙落や寧農､友だち､家庭生活などについ
かていせいかつ

かんが いちばんちか

て､どのように考えどう思っているかを知るためのものです｡あなたの考えや思っていることに一番近いも
えら ばんごう

のを一つだけ選んで､番号を○でかこんでください。

／ばんごう しるし

＊あてはまる番号に○印をつけてください。

5とてもそう思う

よく(とても)ある

4わりとそう思う

すこしある

3どちらでもない 2あまりそう思わない 1全くそう思わない

(やり方の練習）

駒なたがもし泳ぐ"が｢…き｣と慰ぅ種…善….で泉こ息さ；｡ ， ‘質問:あなたは泳ぐのが好きですか。

うらへつづきます

1． あなたは首券から笈だちにあいさつができますか。 5 4 3 2 1

2． あなたは､箱談できる菱だちがいますか。 5 4 3 2 1

3．
てつだ

あなたは家で手伝いをしていますか。 5 4 3 2 1．

4． あなたは､荷重にも稲きに噸り組む男ですか。 5 4 3 2 1

5．
だれ とも

あなたは､誰とでも友だちになることができますか。 5 4 3 2 1

6．
とう かあ はなし

あなたは､お父さん･お母さんとよく話をしますか。 5 4 3 2 1

ワ

I．あなたは､撞罰やゲｰﾑで笑斑しても､あきらめずに椅箇も斑鞍することができますか。 5 4 3 2 1

8．
とも

あなたは､友だちがいてよかったと患うことがありますか。 5 4 ， 3 2 1

9．
やす じかん ひるやす あそ

あなたは､休み時間や昼休みにみんなで遊ぶことがすきですか。 5 4 3 2 1

10．
じぷん すなお

あなたは、自分がまちがったら素直にあやまることができます力。
0

5 4 3 2 1

11．
とも

あなたは､友だちが菌っている時､箱談にのったり､助けたりすることができますか。
たす

5 4 3 2 1

12．
ひと じまん

あなたは､人に自慢できることがありますか。 5 4 3 2 1

13． あなたは､菱だちから悪い遊びに誘われた時に童隻を痔って餅ることができますか。
わる さそ

5 4 3 2 1

14．
じぷん

あなたは､自分でやろうと良めたことを最後までやりとげることができます力
さいご

。 ”
0

5 4 3 2 1

15． あなたは､周りの人に暹んで器しかけることができますか。
まわ

5 4 3 2 1

16． 友だちが蓼いほど葵しいと愚いますか。
とも

5 4 3 2 1

17． あなたは､自分のﾁｰﾑに撞籔が譽革な人がいても､文句をいわず挿莨くできますか。
じぷん もんく

5 4 3 2 1

18． あなたは､菱だちとけんかしても仲直りできますか。
なかなお

5 4 3 2 1

19．

ぺんきょう

あなたは､勉強している時に難しい簡患がでてきてもあきらめないで取り組むことができま
と くむ

すか。
5 4 3 2 1

20．
とも しんらい 参

あなたは､友だちから信頼されていると思いますか。 5 4 3 2 1



ばんごう しるし

＊あてはまる番号に○印をつけてください。

5とてもそう思う

よく(とても)ある

4わりとそう思う

すこしある

3どちらでもない 2あまりそう思わない 1全くそう思わない

この鍔に謝した蔭の､琴の畠薙は……今の自分を振り返る
いま じぶん ふ かえ

まんてん なんてん

＊今のあなたの気持ちを10点満点であらわすと、何点になりますか？
もっともわる じようたい いちばんよ じようたい

最も悪い状態を0点。一番良い状態は10点です。あてはまるところに○印をつけてください。

E．
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10点 わからない

さんか き じぷん なかま ようす き きにゆう ．

参加して思ったこと、気づいたこと、自分ががんばったこと、仲間の様子を見て、気づいたことを記入し

てください。

きょうりょ<

ご協力ありがとうございました。

21．
うんどう

あなたは､運動することが好きですか。 5 4 3 2 1

22． あなたが菌っている博､友だちはあなたを餅けてくれますか。 5 4 3 2 1

23．
なに おも . ほう

あなたは､何か思いったらすぐにとりかかる方ですか。 5 4 3 2 1

24． あなたは､些Xで#鞭できない問題が起こった夢苔友だちと篭労して;瀕しようとします
もんだい

かO｣
5 4 3 2 1

25．
しっぱい

あなたは､差だちが失敗してもからかったりしないで鰐ってあげられますか。 5 4 3 2 1

26． あなたは､菱だちの意見をきちんと聞くことができますか。
いけん き

5 4 3 2 1

27.

じぷん あた しごと お お とも てつだ

あなたは、自分に与えられた仕事が終わったら､終わってない友だちを手伝うことができま
すか。

5 4 3 2 1

28．
だんじょなかよ あそ

あなたは､男女仲良く遊ぶことができますか0
5 4 3 2 1

29． あなたは､能を痔って自勢の営筧を言うことができますか。 5 4 3 2 1

30． あなたは､笈だちとの蔚策を等りますか。 5 4 3 2 1

31. あなたは､肖勢に葦えられた膳に暹んで噸り紺みますか。 5 4 3 2 1

32． あなたは､菱だちの雪えに差合されずに酪の誓えを言うことができますか。 5 4 3 2 1

33． あなたは､鳧烏ちの篝くなったお笈だちがいたら､關謹などに蓮れて特きますか。 5 4 3 2 1

34． あなたは､肖勢にとって灘しいと鴬うことでも､がんばって班戦しようと愚
ほう

う方ですか。 5 4 3 2 1

35． あなたは､荷かをしようとする博､首濯を漢めて取り組みますか。 5 4 3 2 1



養護教育センター

ハッピーキャンプアンケート（保護者用。事前）

名前

く

このアンケートは、ハッピーキャンプに参加する前と後に記入するものです。

質問は全部で10間です。あてはまる項目を－つ選び、○で囲んでください。

雪』

一一 問 項目

生
活

①

②

③

④

⑤

荷物の整理整頓や出し入れをする

ことができる。

自分で身支度（言替え、ベットメイ

ク等）をすることができる。

マナーを守って食事をすることが

できる。

係の仕事（そうじ、集いの司会等）

を責任もってできる。

公共の施設をマナ－良く使うこと

ができる。

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

対
人

⑥

⑦

人とトラブルなく仲良く過ごすこ

とができる。

みんなと一緒に行動することがで

きる0

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る， い

できな

い

行
動

⑧

⑨

⑩

自分から進んで人と関わることが

できる。 ‘

活動の見通しをもって進んで行動

することができる。

困ったときに先生に相談したり、助

けを求めたりできる。

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる、

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

ハッピーキャン

プに対する感想

や要望等をご記

入ください。



養護教育センター

ハッピーキャンプアンケート（保護者用・事後）

名前

このアンケートは、ハッピーキャンプに参加する前と後に記入するものです。

質問は全部で10間です。あてはまる項目を－つ選び、○で囲んでください。

質 問 項目

生
活

①

②

③

④

⑤

荷物の整理整頓や出し入れをする

ことができる。

自分で身支度（言替え、ベットメイ

ク等）をすることができる。

マナーを守って食事をすることが

できる。

係の仕事（そうじ、集いの司会等）

を責任もってできる。

公共の施設をマナ－良く使うこと

ができる。

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

対
人

⑥

⑦

人とトラブルなく仲良く過ごすこ

とができる。

みんなと一緒に行動することがで

きる0

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

行
動

⑧

⑨

⑩

自分から進んで人と関わることが

できる。

活動の見通しをもって進んで行動

することができる。

困ったときに先生に相談したり、助

けを求めたりできる。

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

とても

よくで

きる

よくで

きる

まあま あまり

あでき できな

る い

できな

い

ハッピーキャン

プに対する感想

や要望等をご記

入ください。



教育委員会会議第11回定例会座席表

11月12日

総務課
課長補佐

総務課

総括主幹

教育総務

部長
教育次長
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